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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]令和8年度共同募金配分金活用助成事業




大山町共同募金委員会は共同募金配分金を活用し、地域福祉活動または、
地域福祉活動で使用する物品・備品購入に対しての助成事業を行なっています。
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]

 １．助成対象団体  大山町に活動の拠点をおく集落・団体等

　２．助成対象事業
	　  	  ●地域福祉活動を目的とする事業
（例）サロン活動、研修会等の費用（講師料、材料代等）
　　　　町内小中学校の福祉教育活動等
	　  	  ●地域福祉活動に係る物品・備品の購入に係る費用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例：公民館の座椅子、調理器具、テーブル、等々）
		  ●令和8年５月から令和8年12月までに実施される事業
　　　　　　　　　　
　３．応募期間    令和8年２月20日（金）

   ４．助成金額    上限30,000円まで（１団体）
※申込上限数は１7団体を想定しています。
※共同募金審査委員会にて厳正に審査を行った後、可否をご連絡いたします。

   ５．助成の流れ
		  ●応募期間内に助成申請書、添付書類を提出（申請者→社協へ）
		  ●応募期間終了後、審査委員会を開催し事業内容を検討した上で助成先を選定
		  ●助成先決定後、結果を通知（社協→申請者へ）
		  ●助成金の支払い（社協→申請者代表へ：金融機関振込）
               ●事業終了後は速やかに報告書を提出（申請者→社協へ）
		　　※報告書一式・・・事業報告書・収支報告書・領収書コピー・活動写真

　６．助成対象にならないもの
		  ●過去３年以内にこの助成金を受けている団体
		  ●個人が所有する物品になるもの
		  ●公民館や集会所、その他施設等の修繕費に係るもの
[bookmark: _Hlk144305807]		  ●他の助成金を受けているもの
		  ●飲食・食材費に係るもの

　７．その他	　　●事業報告書提出後、申請内容と異なる点があった場合は助成金の返還、取消を行うことが
あります。
●申請書式のデータにつきましては、下記URLからダウンロードもできますのでご確認下さい。
社協HP：https://daisensyakyo.org/application/

 ８．連絡・提出先　大山町社会福祉協議会大山支所（保健福祉センターだいせん内）
（０８５９）３９－５０１８　　　uketsuke@daisensyakyo.org
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